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〈記号の見方〉
　：問い合わせ　　　：申し込み先　　　：常陸大宮市役所　　　：山方総合支所　　　：美和総合支所　　　：緒川総合支所
　　：御前山総合支所　　　：市教育委員会　　　：山方事務所　　　：美和事務所　　　：緒川事務所　　　：御前山事務所
　　　　：総合保健福祉センター（かがやき）　　  ：社会福祉協議会　Ｇ：グループ

問 申込 本庁
教山
社協

教委御支
かがやき

山支
教美

美支
教緒

緒支
教御

お知らせ 各種手続きを行うときのマイナンバーについて

マイナンバー確認 通知カード
個人番号カード※1枚で両方
の確認ができます。本人確認 運転免許証・パスポートなど顔写真付きのもの1点また

は保険証など顔写真なしのもの2点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

手続き 問い合わせ
住民異動 転入・転居に伴い住所を異動するとき（★）

　　 市民課市民G　
☎52-1111　内線102戸籍届出 婚姻届等の戸籍届出により氏名などを変更するとき（★）

そ の 他 通知カードまたは個人番号カードに関する手続きをするとき

本庁

　マイナンバー制度の開始に伴い、平成 28 年 1 月以降、市役所での手続きもマイナンバーの記入や提
示が必要となりました。
　その場合は、これまでの必要書類に加え、マイナンバーの提示と本人確認が必要です。必要なものを
持参のうえ、手続きをお願いします。
　また、下記以外にもマイナンバーが必要になる場合があります。詳しくは各担当課へお問い合わせく
ださい。

○マイナンバーの確認と本人確認で必要なもの

　※個人番号カードとは、個人番号を証明する書類提出の際など、公的身分証明書として様々な本人確
　　認の場面で利用できる IC カードです。個人番号カードを取得するには、申請が必要です。

○マイナンバーの提示と本人確認が必要なとき
■暮らし

★印の手続きには、通知カードまたは個人番号カードの記載事項の変更が必要です。

■税　金

◆印の手続きは、平成 28 年分の申告などからとなります。
◇印の手続きは、事業開始が平成 28 年 1 月 1 日以降の申告からとなります。

　　　　マイナンバーを記載したカードは今後、税や年金、雇用保険等の行政手
　　　続きに使用しますので、大切に保管しておきましょう。

手続き 問い合わせ

市民税

市・県民税申告書を提出するとき（◆）

　　 税務徴収課市民税G　
☎52-1111　
内線232・233・239

給与支払報告書を提出するとき（◆）

公的年金等支払報告書を提出するとき（◆）

法人市民税申告書を提出するとき（◇）

法人の設立・異動等の届出を提出するとき

軽自動車税減免申請書を提出するとき

固定
資産税 償却資産申告書を提出するとき 　　 税務徴収課資産税G　

☎52-1111　内線234・235

本庁

本庁
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■子育て

■福　祉

■介護保険

手続き 問い合わせ

給付や
届出

児童手当の新規認定請求をするとき

　　 福祉課子育て支援室　
☎52-1111　内線138・140

児童扶養手当の新規認定請求をするとき

特別児童扶養手当の認定申請をするとき

保育所入所手続きをするとき

幼稚園入園手続きをするとき 　　 学校教育課学務G
☎52-1111　内線335

障害児通所支援の給付申請をするとき 　　 福祉課社会福祉G
☎52-1111　内線139

未熟児養育医療の給付申請をするとき 　　 医療保険課医療保険G
☎52-1111　内線162

親子（母子）健康手帳交付申請（妊娠届出）をするとき 　　　　 健康推進課健康推進G
☎54-7121
かがやき

本庁

本庁

教委

本庁

手続き 問い合わせ

障害児通所給付及び特例障害児通所給付に関する申請をするとき

　　 福祉課社会福祉Ｇ　
☎52-1111　内線132 ～ 135

障害福祉サービスに関する申請をするとき

補装具費に関する申請をするとき

身体障害者手帳に関する申請をするとき
自立支援医療（更生医療、育成医療、精神通院医療）に関する
申請をするとき
精神障害者保健福祉手帳に関する申請をするとき
特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当に関する
申請をするとき
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求をするとき

生活保護の申請をするとき 　　 福祉課保護Ｇ　
☎52-1111　内線132

本庁

本庁

手続き 問い合わせ
介護認定・更新・区分変更の申請をするとき

　　 介護高齢課
　　 介護・高齢者福祉Ｇ
☎52-1111　内線172 ～ 175

被保険者証等の再交付を申請するとき

負担限度額認定証の申請をするとき

負担限度額認定証の再交付を申請するとき

負担割合証の再交付を申請するとき

高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費の支給申請をするとき

住宅改修費・福祉用具購入費の支給申請をするとき

基準収入額適用申請をするとき

本庁
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■国民健康保険・後期高齢者医療保険

　※国民健康保険の届出・申請は世帯主の義務です。また、手続きには従来の必要書類に加え、次のも
　　のが必要となります。
　　①世帯主の個人番号が確認できるもの（個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票等）
　　②手続きの対象となる方の個人番号が確認できるもの（　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　）
　　③届出に来られる方の本人確認ができるもの

　※後期高齢者医療保険の手続きを行う際は、個人番号の記載が必要です。また、手続きには従来の必
　　要書類に加え、次のものが必要となります。
　　①個人番号が確認できるもの（個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票等）
　　②届出に来られる方の本人確認ができるもの

－市役所に返戻されたマイナンバー「通知カード」の受け取りについて－
　不在などの事情で、個人番号の通知カードを受け取ることができなかった場合、市民課に返戻されま
す。返戻された通知カードを窓口で受け取る方法は、次のとおりです。
○受取方法
　　カードが返戻されているか事前に電話で市民課へ確認のうえ、窓口に直接お越しください。
　　本人または代理人に交付します。
　※各総合支所市民福祉課窓口での受け取りを希望する方は、事前にお問い合わせください。
○受け取り時に窓口で必要なもの
　【本 人 の 場 合】印鑑、身分証明書※ 1

　【代理人の場合】印鑑、代理権を証明できるもの（委任状など）、代理人の身分証明書※ 1（コピー不可）  
　　　　　　　　 本人（委任者）の身分証明書※ 1

　※ 1 身分証明書・・・運転免許証など顔写真付きのもの 1 点または保険証など顔写真なしのもの 2 点

手続き 問い合わせ

国民健康
保険

国民健康保険への加入・離脱をするとき

　　 医療保険課医療保険Ｇ
☎52-1111　内線164・165

氏名や住所の変更をするとき
被保険者証等の再交付を申請するとき
療養費、高額療養費、高額介護合算療養費等の支給申請を
するとき
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定
疾病療養受療証の申請をするとき
出産育児一時金の申請をするとき
第三者行為による被害の届出をするとき
特例対象被保険者等に係る届出をするとき
基準収入額適用申請をするとき

本庁

手続き 問い合わせ

後期高齢者
医療保険

後期高齢者医療保険へ加入、離脱するとき

　　 医療保険課医療保険Ｇ
☎52-1111　内線164

被保険者証等の再交付を申請するとき　
療養費、高額療養費、高額介護合算療養費等の支給申請を
するとき
限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証の
申請をするとき
第三者行為による被害の届出をするとき

基準収入額適用申請をするとき

本庁

　　　  市民課市民G　☎52-1111　内線102問 本庁
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